
はじめに

　「男女共同参画社会」は、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して活躍できる社会です。

　そして、この男女共同参画社会の実現は、一人一人が自分らしく豊かな人生を送ることを

可能にするだけでなく、人口減少、少子・超高齢社会が現実のものとなる中、将来にわたっ

て活力ある社会を維持していくためにも不可欠な、２１世紀の最重要課題です。

　本市では、平成２４年に「第３次たかまつ男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画

社会の実現に向け、様々な施策・事業に取り組んでまいりました。

　この度、平成２７年度で計画期間が終了する本プランの取組を継続するとともに、社会経

済情勢の変化等から生じた新たな課題に的確に対応し、男女共同参画施策を総合的かつ計画

的に推進するため、「第４次たかまつ男女共同参画プラン」を策定いたしました。

　取り分け、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が、平

成２８年４月から全面施行されるなど、女性の活躍推進が強く求められる中、本プランでは、

女性が職業生活と家庭生活との両立を図り、個性と能力を十分に発揮できる環境づくりを促

進するとともに、政策・方針決定過程への女性の参画を一層拡大し、男女が共に活躍する活

力ある社会を目指すこととしております。

　男女共同参画社会の実現には、行政の施策はもとより、市民や事業者の皆様一人一人が、

男女共同参画を身近な問題として考え、連携・協力しつつ、主体的な取組を進めていくこと

が何より重要と考えておりますので、皆様のより一層の御理解と御協力をお願い申しあげ

ます。

　最後になりましたが、本プランの策定に当たり、貴重な御意見をいただきました高松市男

女共同参画推進懇談会委員の皆様を始め、アンケート調査やワールドカフェ、パブリックコ

メントを通じて、多くの貴重な御意見をお寄せいただきました市民の皆様に心から感謝申し

あげます。

　　平成２８年２月

高松市長 　大 西 　秀 人　
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